
起工　第　　　　　　　　　号 仕　　　　　様　　　　　書

摘　　　　　　要
農林業総合試験場草刈業務委託

契約締結日　～　令和８年１２月２５日

 筑紫野市大字吉木及び阿志岐

契約期間

工　　　　　　 種 草刈業務



工　　　　種 形 　状 　寸　法 員　数 単位 単　　価 金　　　額 摘　　　　　　要

農林業総合試験場草
刈業務委託

直接工事費 年６回箇所 238,800.0 ㎡

年４回箇所 32,000.0 ㎡

年３回箇所 123,600.0 ㎡

年２回①箇所 15,400.0 ㎡

年２回②箇所 18,600.0 ㎡

間接工事費 1 式

1 式

1 式

1 式

草刈

明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　細　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書

種　　　　　　　別 細　　　　目

ほ場周辺・畦畔

工事原価

一般管理費

草刈 道路両側・施設周辺

小計

草刈 道路両側・施設周辺

草刈 道路両側・施設周辺

消費税相当額

工事価格

共通仮設費

草刈 道路両側・施設周辺

総計

純工事費

現場管理費



  

業 務 仕 様 書  
 

受託者は、業務委託契約書に基づいて福岡県（農林業総合試験場）が指示する部分に 

ついて、次の業務を実施するものとする。 

 

１ 草刈の実施について 

 ①ほ場周辺・畦畔 

  位置及び範囲：別添図面のとおり 

回数及び時期：年間実施回数は図面に記載のとおりとし、実施する時期は概ね

下記のとおりとするが、各エリアの研究部と協議のうえ実施す

ること。 

         年６回（概ね５月、６月、７月、８月、９月、１１月） 

そ の 他 ：研究部との協議において、草刈実施に関する要望（詳細な草刈

時期の予定の事前提示など）がある場合は、真摯に対応するこ

と。（面積増減など内容変更に関する場合は、発注担当者(総務

課)と協議のうえで決定すること。） 

草刈り後の刈草は基本残置とするが、排水施設など機能に支障

をきたす箇所は取り除き、後片づけを行うこと。 

草刈り範囲には、試験研究の施設（電柵や給排水管等）が存在

するため、破損等に留意して施工を行うこと。 

 

 ②道路両側・施設周辺・ほ場 

  位置及び範囲：別添図面のとおり 

  回数及び時期：年間実施回数は図面に記載のとおりとし、実施する時期は概ね

下記のとおりとするが、各エリアの研究部と協議のうえ実施す

ること。 

年２回①（概ね５月、９月） 

年２回②（概ね５月、８月） 

年３回（概ね５月、７月、９月） 

年４回（概ね５月、７月、９月、１１月） 

そ の 他 ：研究部との協議において、草刈実施に関する要望（詳細な草刈

時期の予定の事前提示など）がある場合は、真摯に対応するこ

と。（面積増減など内容変更に関する場合は、発注担当者と協議

のうえで決定すること。） 

草刈り後の刈草は基本残置とするが、排水施設など機能に支障

をきたす箇所は取り除き、後片づけを行うこと。 

草刈り範囲には、試験研究の施設（電柵や給排水管等）が存在

するため、破損等に留意して施工を行うこと。 

 

２ 実績報告について（各業務実施該当月） 

  実績報告の時期：５～６月分の実績報告を７月１０日までに行う。 

          ７～８月分の実績報告を９月１０日までに行う。 

          ９～１２月分の実績報告を１２月２５日までに行う。 

  実績報告の方法：実績報告書、草刈実施前後の写真及び実施箇所の図面を添付のう

え、発注担当者(総務課)に提出すること。 

 




